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議案第    号  

 

生駒市南こども園条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月  日  

生駒市長  小  紫  雅  史  

 

生駒市南こども園条例  

（目的）  

第１条  この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による幼稚園と児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による保育所を並存させつつ、一体的

に運営することにより、教育と保育の双方を受けられる環境を整備し、もって

子どもたちが心身ともに明るく健やかに過ごし、心豊かにたくましく生きる力

を身につけていくことを目的とする。  

（構成）  

第２条  前条の目的を達成するため、生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育

園をもって生駒市南こども園を構成する。  

 （その他）  

第３条  この条例に定めるもののほか、生駒市南こども園を構成する生駒市立南

幼稚園及び生駒市立みなみ保育園に関する事項は、それぞれ生駒市立南幼稚園

及び生駒市立みなみ保育園に係る条例等で定めるところによる。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議案第    号  

 

生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

たけまるホール、鹿ノ台ふれあいホール、生駒市図書会館、南コミュニティ

センターせせらぎ、北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき及び芸術会館美
み

楽来
ら く

 

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

よしもと・南海共同事業体  

構成団体（代表）  株式会社よしもとデベロップメンツ  

大阪市中央区難波千日前１１番６号  

構成団体      南海ビルサービス株式会社  

         大阪市中央区難波５丁目１番６０号  

構成団体      株式会社トラッシュ  

         大阪市中央区難波千日前１１番６号  

３  指定の期間  

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

 

平成２７年１２月  日提出  

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第    号  

 

生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

やまびこホール  

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

やまびこホール管理組合  

生駒市藤尾町３００番地  

３  指定の期間  

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

 

平成２７年１２月  日提出  

生駒市長  小  紫  雅  史  


